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募   集

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者を募

集します。希望者は、入居申込書(建設課備付

け)に必要書類をそろえてお申込みください。

※市営住宅及び特定公共賃貸住宅には、収入基

準が定められており、申込世帯の収入(月額所

得額)が、その基準内になければ申込みできま

せん。

■市営住宅

戸数 １戸 西之原団地312号(別府西町630番地)

構造(間取り) 中層耐火構造３階(３ＤＫ)

建設年度 昭和61年

家賃(敷金) 15,000円から(家賃３カ月分)

募集締切 11月11日(金)

※希望者が複数の場合は抽選により決定します。

抽選日等は後日、申込者に連絡します。現在、

他の市営住宅を申し込まれ、この団地への入

居を希望する方は、印鑑を持参の上、建設課

までお越しください。

■市営住宅(随時募集)

戸数 ２戸 第２金山団地211号、218号(金山町

472番地)

構造(間取り) 中層耐火構造３階(３ＤＫ)

建設年度 昭和60年

家賃(敷金) 14,700円から(家賃３カ月分)

入居資格(市営住宅)

・現在、持家がない等、住宅に困っていること

が明らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族が

あること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量世帯について

は214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

■特定公共賃貸住宅(随時募集)

戸数 １戸 遠見番住宅102号(岩戸町308番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成５年

家賃(敷金) 50,000円(家賃３カ月分)

問合せ・申込み 建設課建築係

TEL72-1111(内線336)

「史跡めぐり」参加者

市内に遺された貴重な史跡・文化財をまわる

「史跡めぐり」の参加者を募集します。身近な

文化財をめぐりながら、郷土の歴史に触れてみ

ませんか。

日時 11月20日(日) 午前９時～正午(雨天の場

合中止)

集合場所 市役所前駐車場(午前８時45分集合)

募集定員 20名(市のマイクロバスを利用)

参加費 無料

講師 市文化財保護審議会委員

問合せ・申込み 文化課(南溟館)

TEL72-9998

枕崎水墨画会会員

枕崎水墨画会では、会員を募集しています。

水墨画は、墨一色を用い、その濃淡の調子に

よって描く絵です。市総合文化祭等で作品を発

表していて、初心者でもベテランの講師が懇切

丁寧に指導します。ぜひ、私たちと一緒に水墨

画を楽しみませんか。

日時 毎月第２、第４木曜日 午後７時30分～

９時30分

会場 サン・フレッシュ枕崎

問合せ

・文化課(南溟館) TEL72-9998

・会長 田代博巳 TEL72-7884
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相   談

年金相談所開設

日本年金機構 鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 11月24日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、空いている時間

に再度お越しいただくか、その日の相談をお

断りさせていただく場合もありますので、あ

らかじめご了承ください。

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

■どんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年金

手帳、年金証書等)、印鑑などをお持ちくださ

い。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

■近隣市での相談も可能です。

・10月27日(木) 南九州市川辺文化会館

・11月10日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・11月17日(木) 指宿市役所

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

宅地建物取引無料相談

県と公益社団法人県宅地建物取引業協会の共

催で宅地建物取引に係る無料相談を実施します。

日時 11月14日(月) 午前10時～午後３時

場所 日置市中央公民館３階大会議室(日置市伊

集院町郡１丁目100番)

内容

・宅地や建物の取引に関すること

・税金に関すること

・相続、贈与に関すること

・登記に関すること

相談員 弁護士、税理士、土地家屋調査士、司

法書士

問合せ 県土木部建築課管理係 担当：榮

TEL099-286-3707

境界トラブル無料相談

境界トラブルに関して、平日に法務局の相談

窓口等を利用できない方のために無料相談所を

開設します。相談希望の方は、11月25日(金)ま

でに法務局知覧支局へ予約をお願いします。

日時 11月27日(日) 午前10時～午後３時(受付

は午後２時30分まで)

会場 鹿児島地方法務局知覧支局２階会議室(南

九州市知覧町郡5405番地)

内容

・境界のトラブル相談

・筆界特定に関する相談

相談員 法務局職員、土地家屋調査士

問合せ・申込み 鹿児島地方法務局知覧支局

TEL83-2208
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お 知 ら せ

こころの健康相談会

こころの不調や引きこもりなど、家族やご自

分のことでお悩みの方を対象に、臨床心理士に

よる無料相談会を開催します。

日時 11月15日(火) 午後１時30分～４時

場所 健康センター

申込締切 11月11日(金)

申込方法 相談は事前予約制となります。相談

を希望される方は、電話でお申込みください。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

行政書士による無料相談会

日時 11月26日(土) 午前10時～午後３時

場所 南九州市コミュニティーセンター知覧文

化会館２階(南九州市知覧町郡17880)

相談内容 相続・遺言問題、離婚問題、後見問

題、農地問題、交通事故の損害賠償問題、車庫

証明・自動車登録、株式会社設立、建設業許可

等の各種許認可ほか

問合せ 県行政書士会南薩支部 担当:田畑

TEL72-3898

「女性の人権ホットライン」強化週間

女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図

るために、「女性の人権ホットライン強化週間」

を実施します。相談内容は問いません。相談に

は法務局職員または人権擁護委員が応じて、秘

密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

実施機関 鹿児島地方法務局

    鹿児島県人権擁護委員連合会

期間 11月14日(月)～20日(日)

時間 平日＝午前８時30分～午後７時

  土・日＝午前10時～午後５時

連絡先 全国共通ダイヤル 0570-070-810

※IP電話からは接続できません。

問合せ 鹿児島地方法務局人権擁護課

    TEL099-259-0684

全国一斉に緊急情報の伝達訓練を実施

防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情

報の伝達訓練が実施されます。

本市では、地震・津波や武力攻撃などの災害

時に、全国瞬時警報システム(Ｊアラート)から

送られてくる国からの緊急情報を、さまざまな

手段を用いて確実に皆さんへお伝えするため、

情報伝達訓練を行います。

Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃など

の緊急情報を国から市町村へ人工衛星などを通

じて瞬時に伝えるシステムのことです。

日時 11月29日(火) 午前11時頃

訓練内容 市内43カ所に設置してある防災行政

無線や戸別受信機から次の放送内容が一斉に放

送されます。

① 防災無線チャイム

② 「これはテストです」(３回繰り返し)

③ 「こちらは防災枕崎市です」

④ 防災無線チャイム

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

11月は「不法投棄防止」強化月間

県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図

るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」

と定め、期間中、不法投棄防止の啓発活動や不

法投棄防止パトロール等を強化しています。

不法投棄は重大な犯罪です。こうした行為は、

景観が損なわれるばかりでなく、周辺への悪臭

や水質汚染など環境へさまざまな悪影響を与え

ることにもなります。

一人ひとりがマナーを守って良好な生活環境

を保ち、美しい自然環境を守りましょう。

問合せ

・県廃棄物・リサイクル対策課

TEL099-286-3810(サンパイゼロ)

・市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)



６

公園を気持ちよく利用していただくために

公園は、さまざまな人が利用します。ほかの

利用者に迷惑がかからないよう、ルールとマナ

ーを守り、快適に楽しく利用しましょう。

●ゴミのポイ捨て禁止

空き缶、 紙くずなどは、必ず持ち帰ってくだ

さい。

●ゴルフ練習は禁止

公園内でのゴルフ練習は、周りにいる人に危

険を及ぼしたり、周辺の住宅にボールが飛び込

んで大変迷惑をかける行為ですので禁止します。

●ペットについて

イヌの放し飼いをしないことやふんの後始末

は、飼い主の基本的なマナーです。

●遊具での遊び方について

遊具での危険な遊びはやめましょう。また、

幼児だけでの遊びはさせないで、保護者が同伴

しましょう。

●公園内でハトやネコへの餌付け禁止

●バイクの乗り入れは禁止

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

狩猟免許試験が実施されます

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律に基づき、狩猟免許試験が次のとおり

実施されます。狩猟免許を取得して農作物被害

防止に努めましょう。

試験期日 平成29年１月29日(日)

試験場所 県庁講堂

申請期間 12月12日(月)～平成29年１月13日

(金)※受付時間＝午前８時30分～午後５時15分

問合せ・申込み

南薩地域振興局農林水産部林務水産課林務係

TEL52-1335

枕崎市少年の森の廃止について

枕崎市少年の森は、昭和61年４月１日にオー

プンしてから、約30年が経過しました。

現在、少年の森は施設が老朽化し、利用者が

減少しているため、平成28年４月１日から休止

としていましたが、この度、廃止することにな

りました。

平成28年度中には、管理棟等を取り壊す工事

に入る予定です。長い間ご利用いただきありが

とうございました。

問合せ 保健体育課 TEL72-0170

「ストップ動脈硬化！守ろう血管！」

～知っておきたい糖尿病の合併症～

生活習慣病予防の講話を開催します。最近、

血糖値が気になる方は、ぜひご参加ください。

日時 11月２日(水) 午後２時～３時

講師 国見内科医院 国見聡宏先生

場所 健康センター

申込締切 10月31日(月)

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

鹿児島県の最低賃金が改定

鹿児島県の最低賃金が、10月１日より時間額

715円に改正されました。鹿児島県の最低賃金は

県下のすべての労働者に適用されます。ただし、

別に定める特定(産業別)最低賃金の産業に該当

する場合は、当該最低賃金も適用されます。

問合せ

・鹿児島労働局賃金室 TEL099-223-8278

・鹿児島労働基準監督署 TEL099-214-9175

・最低賃金テレホンサービス TEL099-223-8881
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「まくらざき秋の市2016」を開催

「まくらざき秋の市2016」を次のとおり開催

します。

日時 11月６日(日) 午前11時～午後７時

場所 枕崎駅前広場

内容

●青空市

陶器・物産・ご当地グルメ など

●ライブステージ

太鼓と花火の共演

LCL・BON DX・火の神乙女太鼓 爽 など

問合せ

枕崎市通り会連合会商店街案内所「ぶらり」

TEL72-1644

平成29年度の「裁判員候補者」または

「検察審査員候補者」に選ばれた方へ

「裁判員」及び「検察審査員」の候補者は、

選挙権を有する県民の中からくじで選定されま

す(ただし20歳未満を除く)。

選定された候補者の方へは、11月中旬頃に

「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」また

は｢検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ｣

が届きます。

国民が司法に参加する制度です。ぜひ、ご協

力ください。

問合せ

・裁判員候補者に関すること

鹿児島地方裁判所刑事部裁判員係

TEL099-222-7157

・検察審査員候補者に関すること

鹿児島検察審査会事務局

TEL099-808-3719

肺がん検診を実施

平成28年度の肺がん検診を実施します。検診

希望調査で申し込まれた方へは個人に通知しま

す。転入などにより通知の届いていない方でも

希望者は受診できますので、直接会場へお越し

ください。

対象 昭和52年４月１日以前生まれの方

検診内容 ①問診・胸部レントゲン検査、②か

く痰検査(問診により必要とする方のみ)

検診料金 ①は無料 ②は700円

※②のかく痰検査については、70歳以上の方、

非課税世帯及び生活保護世帯の方で非課税証

明または受給証明書等の提示をされた方は無

料になります。

検診日 会 場 時 間

11月

24日(木)

下 山 公 民 館 ９時30分～10時10分

中 原 公 民 館 10時30分～11時20分

板 敷 公 民 館 13時30分～14時10分

塩 屋 公 民 館 14時30分～16時00分

25日(金)

塩 屋 公 民 館 ９時30分～10時30分

泉 町 公 民 館 10時50分～11時40分

東白沢公民館 13時30分～14時30分

俵積田公民館 14時50分～15時30分

28日(月)

道 野 公 民 館 ９時30分～10時00分

富 岡 公 民 館 10時20分～11時00分

木口屋公民館 13時30分～13時45分

田布川公民館 14時05分～15時00分

29日(火)

大 堀 公 民 館 ９時30分～11時00分

大 塚 公 民 館 13時30分～14時30分

岩 崎 公 民 館 14時50分～15時40分

30日(水)

瀬戸口公民館 ９時30分～10時30分

小 園 公 民 館 10時50分～11時30分

宇 都 公 民 館 13時30分～14時10分

木 場 公 民 館 14時30分～15時10分

12月

１日(木)
市 民 会 館

９時30分～11時00分

13時30分～15時30分

２日(金) 健康センター
９時30分～11時00分

13時20分～14時50分

問合せ 健康センター TEL72-7176
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公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が10月から変わっています

地方税法の規定により、65歳以上の年金受給者の方(世帯)に係る市・県民税、国民健康保険税につい

ては、年金からの引き落とし(特別徴収)となっています。

公的年金の所得に係る市・県民税 国民健康保険税

既に年金特別徴収と

なっている方

・仮徴収の納付月(４月・６月・８月)

に、２月分(前年度分)と同額で年金

から引き落とされています。

・10月以降は「本徴収」の額で年金か

ら引き落とされます。

・各納付月(10月・12月・２月)に年金

から引き落とされる額は、確定した

公的年金に係る市・県民税の年税額

から仮徴収した額を差し引いた残り

の税額の３分の１となっています。

※６月に送付した納税通知書でご確認

ください。

・仮徴収の納付月(４月・６月・８月)

に、２月分(前年度分)と同額で年金

から引き落とされています。

・10月以降は「本徴収」の額で年金か

ら引き落とされます。

・各納付月(10月・12月・２月)に年金

から引き落とされる額は、確定した

国民健康保険税の年税額から、仮徴

収した額を差し引いた残りの税額の

３分の１となっています。

※８月に送付した納税通知書でご確認

ください。

今年度初めて年金特

別徴収となる方

今年度再び年金特別

徴収となる方

10月支給の年金から引き落としとなり

ます。納付月(10月・12月・２月)

10月支給の年金から引き落としとなり

ます。納付月(10月・12月・２月)

※８月支給の年金から引き落とされて

いる場合もあります。

年金特別徴収が中止

となり、個人納付(

普通徴収)となる方

対象の方が亡くなられた場合など ・年金支払者から特別徴収ができない

旨の連絡があった場合

・65歳未満の方が新たに被保険者と

なった場合など

※いずれの場合も納める年税額に変更はありません。

問合せ

・課税に関すること 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

・納付に関すること 税務課管理収納係 TEL72-1111(内線152・153)

「すんくじらｄｅおもてなし」～南薩地域インバウンド研修会～

南薩地域振興局では、地域振興推進事業を活用し、外国人観光客の受入研修を実施しており、今回は

南さつま市観光協会主催により次の内容で研修会を実施します。受講料は無料です(定員 60 名締切)。

日時 11月15日(火) 午後２時～８時

場所 顕證寺本堂(南さつま市加世田唐仁原6039)

研修会

・第１部(午後２時～５時)

「ビジット南さつま」ワークショップ～加世田いにしへガイド＆外国人旅行者と観光をバスで体感!!

・第２部(午後６時～８時)

学ぼう!!外国人ビジネス多言語基礎会話

基調講演 ㈱トラベルジップ代表取締役 大泉敏郎氏

語学研修 英語、中国語

※南さつまのスイーツ＆ドリンクも楽しめます。

問合せ・申込み 南さつま市観光協会 TEL53-3751 FAX53-3752



９

犬・ねこは適正に飼いましょう

●犬の放し飼いはやめましょう

県条例では犬はつないで飼うことが義務づけ

られています。交通事故などの危険性から犬を

守ってあげられるのは飼い主だけです。また、

犬の嫌いな人も安心して暮らせるよう、散歩の

時も必ずリードを付けてください。

●犬は散歩させましょう

犬には適度な運動が必要です。ストレスから

くる病気やムダ吠え、噛みつき事故などの問題

行動の責任は飼い主自身にあります。飼い犬の

問題行動が近所に迷惑をかけていないか気を配

りましょう。

●ふんの後始末は飼い主が責任を持って行いま

しょう

自宅での始末はもちろん、散歩中のふんも飼

い主の責任として必ず持ち帰るようしてくださ

い。飼い主としてのマナーを守り、公園や道路

をふんで汚さないようにしましょう。

●ねこは屋内で飼いましょう

屋外はねこの病気や交通事故などの危険に満

ちています。ねこの健康と安全を守ることは飼

い主としての責任です。また飼い主の目の届か

ないところで、ふん尿や車に傷をつけるなど周

辺の方に迷惑をかけていることもあります。ね

こは屋内飼育に努めてください。

●外のねこにむやみにエサを与えないようにし

ましょう

外のねこにエサを与える場合は、エサを与え

る以上、飼い主としての自覚を持ちましょう。

単にかわいそうだからとエサを与え続けること

は、安易にねこを増やし、周辺がふん尿で汚さ

れることにつながります。周辺の環境や住民に

迷惑のかからないよう、ねこと住民がともに安

心して暮らせるよう配慮してください。

●不妊去勢手術を行いましょう

最近、飼育できなくなったとして引き取られ

るねこが増えており、そのほとんどが生後間も

ない子ねこです。このようなかわいそうな命を

つくらないためにも、不妊去勢手術をおすすめ

します。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)




